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は
じ
め
に

維
摩
経
は
、
Ａ
Ｄ
－
ｌ
二
世
紀
に
成
立
し
た
初
期
大
乗
の
経
典
で

あ
る
。
内
容
の
仏
教
思
想
の
な
か
で
、
人
間
の
疾
患
に
関
連
す
る
も

の
を
抽
出
し
て
、
こ
れ
を
陳
べ
よ
う
と
す
る
。

維
摩
経
は
、
経
典
文
学
の
白
眉
と
称
せ
ら
れ
、
深
遠
な
空
の
思
想

を
解
説
し
た
ド
ラ
マ
で
あ
る
。
在
家
の
大
乗
者
の
維
摩
居
士
が
、
仏

陀
の
高
弟
た
ち
と
対
話
す
る
形
式
で
の
べ
ら
れ
、
読
者
は
知
ら
な
い

う
ち
に
大
乗
仏
教
に
導
入
さ
れ
る
。

維
摩
経
は
、
古
く
か
ら
註
釈
害
が
多
い
。
わ
が
国
の
大
蔵
経
で

も
、
大
正
大
蔵
経
で
は
、
維
摩
経
典
に
六
六
八
頁
が
費
や
さ
れ
、
混

梁
経
典
の
一
二
五
頁
に
較
べ
て
は
る
か
に
多
い
。
聖
徳
太
子
の
名

著
、
三
経
の
義
疎
に
も
、
維
摩
経
は
採
用
さ
れ
て
い
る
。
最
近
に

は
、
小
型
文
庫
本
で
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
長
尾
雅
人
博
士
の
口
語

訳
の
本
が
出
廻
っ
て
い
る
。

維
摩
経
典
の
中
の
人
間
の
疾
患

関
根
正
雄

維
摩
の
病
気
見
舞

内
容
は
、
仏
陀
の
説
教
の
場
で
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
拝
聴
し
た

仏
陀
の
高
弟
、
知
識
第
一
の
舎
利
弗
が
、
仏
陀
と
の
対
話
を
つ
づ
け

て
い
る
。
そ
の
終
り
に
「
さ
よ
う
に
仏
国
土
は
清
浄
で
あ
る
の
に
、

か
よ
う
に
現
世
の
方
は
汚
れ
に
満
ち
て
い
る
、
こ
の
訳
柄
は
ど
う
し

て
で
す
か
」
と
舎
利
弗
が
問
う
。
「
あ
な
た
の
見
る
目
が
稜
れ
て
い

る
か
ら
で
す
」
と
仏
陀
は
答
え
る
。

次
に
噂
ぱ
な
し
。
維
摩
が
病
気
に
な
っ
た
。
見
舞
せ
ね
ば
な
ら
ぬ

な
と
仏
陀
は
考
え
る
。
仏
陀
か
ら
高
弟
た
ち
が
見
舞
を
順
々
に
指
令

さ
れ
る
。
舎
利
弗
は
じ
め
迦
葉
、
弥
勒
菩
薩
ら
十
三
人
、
み
な
尻
ご

み
し
て
辞
退
す
る
。
理
由
は
そ
れ
ぞ
れ
が
、
以
前
に
、
維
摩
か
ら
仏

法
行
法
の
上
で
誤
ま
り
を
指
摘
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
う
も
具
合

が
悪
い
と
お
断
わ
り
す
る
。
最
後
に
文
珠
菩
薩
が
、
渋
々
と
見
舞
を

ひ
き
う
け
る
。
こ
う
し
た
対
話
が
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
仏
法
の
邪
道

と
正
道
と
を
解
説
し
て
い
る
。
文
珠
の
見
舞
を
ど
ん
な
様
子
だ
と
、

大
勢
の
仏
さ
ま
や
高
弟
が
く
っ
つ
い
て
い
く
。

維
摩
の
病
因
論

維
摩
宅
の
場
面
。
維
摩
は
四
角
な
病
室
に
、
病
床
が
一
個
だ
け

「
唯
一
床
以
疾
臥
」
で
あ
る
。
清
浄
・
簡
素
の
形
態
を
示
し
て
い
る
。

（63）63



I

そ
ん
な
狭
い
所
に
、
何
百
人
の
見
舞
客
を
収
容
で
き
る
の
は
、
仏
陀

の
神
通
力
で
あ
る
。

維
摩
は
云
う
「
不
来
相
而
来
、
不
見
相
而
見
」
。
お
見
舞
に
来
な

い
相
で
来
て
、
会
見
し
な
い
相
で
会
見
、
維
摩
も
神
通
力
が
あ
る
。

ど
う
も
偽
病
ら
し
い
。

「
擬
に
従
り
て
愛
有
り
、
則
ち
我
が
病
生
ず
。
一
切
衆
生
病
む
を

以
て
、
是
の
故
に
我
病
む
。
若
し
一
切
衆
生
病
ま
ざ
る
こ
と
を
得

ば
、
則
ち
我
病
も
減
せ
ん
。
Ｉ
衆
生
の
病
癒
ゆ
れ
ば
、
菩
薩
も
亦

癒
ゆ
」文

珠
問
う
「
居
士
の
病
む
所
、
何
等
の
相
と
為
す
や
」
。
維
摩
答

う
「
我
病
は
形
無
し
。
見
る
可
ら
ず
」
。
又
問
う
「
此
の
病
、
身
と

合
す
る
耶
。
心
と
合
す
る
耶
・
」
答
う
「
身
と
合
す
る
に
も
非
ず
、

身
相
離
る
る
が
故
に
。
亦
、
心
と
合
す
る
に
も
非
ず
、
心
は
如
幻
の

故
に
」
又
、
問
う
「
四
大
に
於
て
、
何
れ
の
大
の
病
ぞ
」
答
え
て
日

く
「
是
の
病
は
地
大
に
非
ず
、
亦
、
地
大
を
離
れ
ず
。
水
大
、
火

大
、
風
大
も
、
亦
復
是
の
如
し
。
而
も
衆
生
の
病
は
四
大
よ
り
起

る
。
其
れ
病
有
る
を
以
て
、
是
の
故
に
我
病
む
」
。
こ
の
条
り
は
、

花
山
信
勝
本
の
仮
名
使
い
の
マ
マ
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
病
気
は
、
衆
生
が
病
む
故
に
維
摩
も
病
ん
だ
。
衆
生

が
治
れ
ば
、
維
摩
も
治
る
。
病
症
は
目
に
見
え
る
症
状
は
な
い
。
病

因
は
、
身
体
か
ら
で
も
精
神
か
ら
で
も
な
い
。
も
と
も
と
、
身
体
な

ど
と
い
う
も
の
は
空
の
も
の
で
、
精
神
だ
っ
て
幻
の
存
在
だ
。
病
因

は
、
地
水
火
風
の
四
大
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
と
無
関
係
で
も

な
い
。
そ
ん
な
病
気
が
、
衆
生
に
起
る
の
で
、
維
摩
も
病
気
に
か
か

っ
た
の
だ
。

西
洋
医
学
で
は
割
り
切
れ
な
い
病
因
論
だ
が
、
大
乗
の
空
の
思
想

を
下
敷
き
に
す
る
と
、
筋
が
通
る
。
現
世
の
存
在
は
、
空
の
立
場
か

ら
す
る
と
、
空
の
も
の
だ
。
現
世
で
起
る
病
気
も
、
空
の
上
に
立
っ

て
い
る
の
だ
。
と
維
摩
は
説
明
し
た
。

経
典
の
後
半

経
典
の
の
べ
た
い
こ
と
は
、
後
半
に
あ
る
。
文
珠
と
の
問
答
は
つ

づ
く
。
舎
利
弗
が
介
在
し
て
、
天
女
が
花
を
撒
く
と
、
菩
薩
た
ち
の

衣
類
か
ら
は
、
み
ん
な
ほ
る
ほ
ろ
と
落
ち
て
し
ま
う
。
分
別
の
な
い

舎
利
弗
に
は
、
こ
び
り
つ
い
て
落
ち
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
舎
利
弗

の
身
体
が
、
女
の
形
に
変
っ
て
し
ま
う
。
分
別
が
つ
く
と
、
Ⅲ
元
の
男

子
の
身
体
に
も
ど
る
し
、
花
も
地
に
落
ち
る
。

文
珠
の
質
問
が
、
主
眼
の
「
不
二
の
入
門
」
に
到
る
と
、
維
摩
は

黙
し
て
返
事
を
し
な
い
。
著
名
な
、
維
摩
の
．
黙
如
雷
」
の
条
り
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で
あ
る
。
菩
提
と
い
う
こ
と
が
い
か
に
基
本
か
が
、
維
摩
に
よ
っ
て

説
か
れ
る
。

お
わ
り
に

維
摩
経
は
、
仏
教
が
大
乗
に
入
る
と
き
の
、
重
要
な
経
典
の
ひ
と

つ
で
あ
る
。
と
い
っ
て
読
承
と
り
難
い
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
と
、

武
者
小
路
実
篤
の
本
は
云
う
。
経
典
の
な
か
で
、
如
是
我
聞
で
な
く

て
、
ド
ラ
マ
の
形
を
も
っ
て
い
る
。

（
総
合
太
田
病
院
高
等
看
護
学
院
）

奈
良
時
代
か
ら
急
に
中
国
大
陸
の
文
化
・
技
術
が
日
本
に
渡
来
し

始
め
、
漢
方
医
学
・
本
草
学
も
伝
来
し
た
。
日
本
で
は
専
ら
陰
陽
五

行
説
に
基
き
、
薬
剤
と
し
て
は
和
漢
の
生
薬
と
そ
の
製
剤
を
用
い
、

医
師
が
診
断
、
処
方
、
調
剤
、
投
薬
す
る
医
薬
兼
業
の
漢
方
医
学
が

長
く
明
治
初
期
ま
で
続
い
た
。
名
医
の
中
に
は
一
子
相
伝
・
家
伝
の

秘
方
等
を
標
傍
し
て
秘
密
治
療
を
行
う
も
の
も
あ
っ
た
。

西
欧
で
も
昔
は
医
薬
兼
業
で
あ
っ
た
。
長
い
錬
金
術
時
代
の
結

果
、
悲
願
の
不
老
不
死
の
妙
薬
や
黄
金
の
合
成
に
は
至
ら
な
か
っ
た

が
、
化
学
・
薬
学
は
格
段
の
進
歩
発
展
を
な
し
、
医
薬
兼
業
の
医
業

か
ら
薬
業
が
分
派
し
た
。
神
聖
ロ
ー
マ
皇
帝
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
ニ
世
は

一
二
四
○
年
憲
法
を
発
し
、
両
シ
チ
リ
ア
王
国
内
に
お
い
て
医
師
の

薬
局
所
有
を
禁
止
し
、
医
薬
分
業
を
施
行
し
た
。
他
の
西
欧
諸
国
家

も
順
次
医
薬
分
業
を
施
行
し
た
。
新
大
陸
へ
移
住
し
た
医
師
達
の
う

日
本
に
お
け
る
西
洋
医
学
教
育
の

始
ま
り
と
医
薬
分
業
の
始
ま
り

中
室
嘉
祐
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